
「指定訪問介護事業所」重要事項説明書 

 

令和６年４月１日より、介護報酬改定の変更に伴う重要事項説明書の変更事項を定

め、お客様への承諾を頂くものとする。 

 

【変更事項】 

当事業所が提供するサービスと利用料金 ＜サービス利用料金＞ 

① 訪問介護サービス 

身体

介護 

サービスに要する時間 20分未満 20分以上30分未満 30分以上1時間未満 

１．サービス利用料金  1,790円 2,680円 4,260円 

２．サービス利用に係る自己負担額 

１割負担 179円 268円 426円 

２割負担 358円 536円 852円 

３割負担 537円 804円 1,278円 

３．集合住宅減算に係る自己負担額 

１割負担 161円 242円 383円 

２割負担 322円 484円 766円 

３割負担 483円 726円 1,149円 

生活

援助 

サービスに要する時間 20分未満 20分以上45分未満 45分以上 

１．サービス利用料金   1,970円 2,420円 

２．サービス利用に係る自己負担額 

１割負担  197円 242円 

２割負担  394円 484円 

３割負担  591円 726円 

３．集合住宅減算に係る自己負担額 

１割負担  177円 218円 

２割負担  354円 436円 

３割負担  531円 654円 

身体

介護

＋ 

生活

援助 

サービスに要する時間 
身体30分 

生活20分以上 

身体30分 

生活45分未満 

身体１時間 

生活20分以上 

１．サービス利用料金  3,400円 4,110円 4,970円 

２．サービス利用に係る自己負担額 

１割負担 340円 411円 497円 

２割負担 680円 822円 994円 

３割負担 1,020円 1,233円 1,491円 

３．集合住宅減算に係る自己負担額 

１割負担 306円 370円 447円 

２割負担 612円 740円 894円 

３割負担 918円 1,110円 1,341円 

介護職員処遇改善加算（加算Ⅰ） 

≪R6年 6月から≫ 

１割負担 利用料金の 24.5％の１割負担額 

２割負担 利用料金の 24.5％の２割負担額 

３割負担 利用料金の 24.5％の３割負担額 

※上記金額は特定事業所加算Ⅱを算定した金額を含めた金額となっております。 



② 第 1号訪問事業サービス 

総
合
事
業
（
第
１
号
訪
問
事
業
） 

対象者 
利用 

回数 

月額  

サービス

利用料金 

集合住宅

減算に係

る月額   

サービス

利用料金 

負担割合 

月額定額制 

料金 

（自己負担額） 

集合住宅減算

に係る月額 

定額制料金 

(自己負担額) 

事業対

象者・

要支援 

 １ 

週１回

利用  
11,760円 10,580円 

１割負担 1,176円 1,058円 

２割負担 2,352円 2,116円 

３割負担 3,528円 3,174円 

週２回

利用 
23,490円 21,140円 

１割負担 2,349円 2,114円 

２割負担 4,698円 4,228円 

３割負担 7,047円 6,342円 

事業対

象者・

要支援 

 ２ 

週１回

利用  
11,760円 10,580円 

１割負担 1,176円  1,058円 

２割負担 2,352円 2,116円 

３割負担 3,528円 3,174円 

週２回

利用 
23,490円 21,140円 

１割負担 2,349円 2,114円 

２割負担 4,698円 4,228円 

３割負担 7,047円 6,342円 

週３回

以上 
37,270円 33,540円 

１割負担 3,727円 3,354円 

２割負担 7,454円 6,708円 

３割負担 11,181円 10,062円 

介護職員処遇改善加算

（Ⅰ） 

≪R6年 6月から≫ 

利用料金

の 24.5％

の額 ① 

利用料金

の 24.5％

の額 ② 

１割負担 ①の 1割負担額 ②の 1割負担額 

２割負担 ①の 2割負担額 ②の 2割負担額 

３割負担 ①の 3割負担額 ②の 3割負担額 

 

 

 


